
   ○四日市市瓦屋根耐風改修工事費補助金交付要綱 

令和４年３月３０日 

告示第１７５号 

改正 令和７年３月１７日告示第８７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、強風や地震等による建築物の瓦屋根の被害を軽減し、市民生活

の安全性の確保と向上を図ることを目的として、瓦屋根の改修工事を行う者に対し、

予算の範囲内において補助金を交付することについて四日市市補助金等交付規則

（昭和５７年四日市市規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 調査 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又は瓦屋根診断技士、瓦屋

根工事技士若しくはかわらぶき
．．．．．

技能士が、昭和４６年建設省告示第１０９号の規

定（以下「告示基準」という。）への適合性を確認するために行う建築物の瓦屋

根の調査をいう。  

(2) 瓦屋根 粘土瓦又はセメント瓦で施工された屋根をいう。  

（補助対象） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する瓦屋根を有する建築物の所有

者で、瓦屋根の全面改修を行うものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象

としない。  

(1) 公共団体等が瓦屋根の改修を行う場合  

(2) 四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受け

る建築物で、当該補助金の対象工事として瓦屋根の改修を行う場合  

(3) 告示基準に適合していない一の建築物で、瓦屋根の一部のみを改修する場合  

３ 補助金の交付の対象となる瓦屋根は、調査の結果、告示基準に適合していないも

のとする。ただし、瓦屋根が強風や地震等で被災し、明らかに告示基準に適合して

いないと判断できる場合は、調査を要さない。  

（補助金の額） 

第４条 前条第３項に規定する瓦屋根の改修工事における補助金の額は、対象工事に



要した経費（処分に係る経費を含む。なお、自ら改修工事を行う場合にあっては、

外部への発注に係る経費に限る。）と対象工事に係る屋根面積（㎡）に２４，００

０円を乗じた額のうち、いずれか少ない方の２３％の額とし、５５２，０００円を

限度とする。 

２ 前項の規定に基づく補助金の額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

３ 補助金の交付は、同一棟について１回限りとする。 

（補助金交付申請及び決定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事の着

手（工事請負契約を締結する場合にあっては、当該契約の締結を含む。）の前に瓦

屋根耐風改修工事費補助金交付申請書（第１号様式）に別に定める関係書類を添付

して市長に提出するものとする。その提出部数は１部とする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の

うえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、瓦屋根耐風改修工事費補助金

交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定

めることができる。 

（中間検査） 

第６条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、

当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場

合において、申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。こ

の場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、前条の補助金交付

決定を取り消すことができる。 

（対象工事計画の変更等） 

第７条 申請者は、申請内容を変更しようとするとき（軽微な変更を除く。）又は工

事を中止しようとするときは、あらかじめ瓦屋根耐風改修工事変更・中止承認申請

書（第３号様式）に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、予定工期の変更及び補助金額に変更がなく補助目的の達

成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費における２０パーセント

以内の変更をいう。 

３ 市長は、第１項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたと



きは、瓦屋根耐風改修工事変更・中止承認通知書（第４号様式）により申請者に通

知するものとする。 

（完了実績報告） 

第８条 申請者は、当該改修工事が完了したときは、瓦屋根耐風改修工事完了実績報

告書（第５号様式）に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならな

い。その提出部数は１部とする。 

２ 前項の書類は、工事が完了したときから起算して３０日を経過した日又は工事の

完了の日の属する会計年度の３月２０日のいずれか早い期日までに提出しなければ

ならない。 

（完了検査） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認め

られる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場

合は申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合に

おいて、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、第５条の補助金交付決定を

取り消すことができる。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、第８条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内

容を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、瓦屋根耐風改修工事

費補助金交付確定通知書（第６号様式）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して１０日以内に瓦屋根耐

風改修工事費補助金支払請求書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。 

(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その

取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。 



（書類の整理等） 

第１４条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の

交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

（補助金の評価） 

第１５条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 


